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■  令和７年度教育行政方針 

 

本日ここに、令和７年第１回奥州市議会

定例会が開催されるに当たり、令和７年度

の教育行政の主要な施策について所信の一

端を申し上げ、議員各位並びに市民の皆様

のご理解とご協力をお願いします。 

 

人口減少や少子高齢化の進行、情報技術

やグローバル化の進展など、社会が大きく、

急速に変化する予測困難な時代が到来して

いる中、教育を取り巻く環境も日々変化し、

教育行政に求められる役割はますます重要

になっております。 

子どもたちが社会の変化に対応し、様々

な困難を乗り越えて成長していくため、教

育行政の役割をしっかりと果たさなければ

なりません。 

教育委員会としましては、「学ぶことが

奥州市の伝統であり未来である」という本

市教育行政の基本理念の下、社会がどのよ

うに変化しようとも、その変化を的確に見

極めながら、未来を担う子どもたちがふる

さとへの誇りや夢を持ち、自らの可能性を

発揮し、力強く進むことができるよう育み、

誰もが生涯にわたって学び続けることがで

きるよう努め、引き続き教育の発展に向け

て取り組んでまいります。 

 

以下、令和７年度の教育行政の重点施策

について、申し述べます。 

 

Ⅰ 未来を拓く人を育てる学びのまちづくり 

はじめに、市総合計画に掲げる大綱「未

来を拓く人を育てる学びのまちづくり」に

係る基本施策「『生きる力』を育む学校教

育の充実」について申し上げます。 

 

１つ目は、「学校教育の充実」でありま

す。 

令和７年度の教育指導は、「人間関係づ

くりと同僚性を大切にした教育の推進」、

「心の教育による『豊かな心』の育成」、

「家庭・地域との協働による学校経営の充

実」、「幼小の教育のつながりを意識した

活動の推進」を土台とし、特に次の３点を

重点的に取り組みます。 

１点目は「ＩＣＴの活用による確かな学

力の保障」です。 

学習指導要領の趣旨を踏まえ、児童生徒

一人一人に確かな学力を保障する教育の充

実に努めます。 

従来からの主体的・対話的で深い学びを

視点とした授業改善の手立てとして、一人

一台端末や電子黒板などのＩＣＴ機器を有

効活用し、児童生徒の個別最適で協働的な

学習を進め、自ら考え課題を解決する能力

を高めてまいります。 

令和７年度は、導入しているＡＩ型ドリ

ルやデジタル教材の利用を促進するととも

に、授業支援ツールを拡充することで、児

童生徒一人一人の習熟度に対応した、より
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効果的な学習を展開します。 

また、ＩＣＴ支援員を活用し、教師の授

業改善及び児童生徒の情報活用能力の育成

を目指してまいります。さらに、校務用パ

ソコン及び校務支援システムの更新により、

学校事務の効率化を図ることで教職員が教

育活動に専念できる環境を整え、学校教育

の充実につなげてまいります。 

２点目は「不登校への対応」です。 

全ての子どもが楽しく通える魅力ある学

校づくりの支援と不登校児童生徒の学びを

支える体制づくりに努めます。 

不登校の対策として、各校において、一

人一人に自己存在感や所属感のある集団づ

くりや、校内における情報共有と迅速かつ

丁寧な対応を大切にした「未然防止」と

「初期対応」の取組が一層推進されるよう、

更に学校と連携を図ってまいります。 

また、不登校児童生徒への「自立支援」

の取組として、児童生徒支援相談員の配置

を小学校にも拡充し、個々の状況に寄り添

った支援を行います。さらに、校内教育支

援センターについて、組織的な取り組みに

より有効活用している学校の事例を周知す

ることで、各校における支援機能の充実を

図ってまいります。「フロンティア奥州」

においては、引き続き２か所で開設し、不

登校児童生徒の学習機会の保障と将来の社

会的な自立を目指して支援してまいります。 

３点目は「ふるさと学習の推進」です。 

奥州市全体への地域愛を醸成し、将来に

希望を抱くことができる児童生徒の育成を

図るため、ふるさと学習の推進に努めます。 

今年度は、昨年度に引き続き、授業や調

べ学習で活用できる、ふるさと学習テキス

トの作成を「環境」、「伝統」、「文化」、

「歴史」、「キャリア」の５部会に分かれ

て進めてまいります。また、編集委員在籍

校においてプレ実施を行い、見通しをもっ

て令和８年度の全面実施につなげるよう努

めます。 

 

２つ目は、「社会の変化に対応した教育

環境の推進」であります。この項目は、校

舎などの教育施設の改修などハード的環境

整備となります。 

耐震性能が低い校舎の耐震改修を実施す

るため、水沢中学校の改築事業については

令和７年度中の供用開始を目指し建築工事

を進めます。 

学校給食施設については、子どもたちへ

の安心・安全な給食を提供するため、令和

８年度中の供用開始を目指して（仮称）奥

州西学校給食センターの新築工事を進めま

す。 

また、トイレの洋式化や屋内運動場のＬ

ＥＤ化工事、老朽化が進む施設の修繕につ

いて計画的に進めます。 

 

次に「次代をつむぐ歴史遺産の保存と活

用」について申し上げます。 

地域の歴史は、そこに住む人々のアイデ
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ンティティの源であり、文化財は地域社会

の活性化や魅力ある郷土づくり、市民の学

習活動における資源であります。市民、特

に未来を担う子どもたちが郷土を理解して

誇りを持つことができるよう、その基本と

なる歴史遺産の調査研究、適切な保存と活

用を進めます。 

以下、重点施策を申し述べます。 

 

１つ目は、「文化財保護体制の充実」で

あります。 

文化財の保存と活用の指針となる文化財

保存活用地域計画の作成について、市内関

係機関の代表等を構成員とする協議会を開

催するとともに、パブリックコメントを実

施するなど地域の意見を集約しながら、令

和８年度の文化庁認定を目指して素案の作

成を進めます。 

 

２つ目は、「歴史遺産の公開と活用」で

あります。 

国指定史跡長者ケ原廃寺跡の適切な保存

と管理及び活用を図るため、史跡整備を進

めます。また、国指定史跡胆沢城跡歴史公

園の公開事業を実施するほか、歴史資料の

調査研究を進め、その成果を公開します。 

 

３つ目は、「文化財の保存と管理」であ

ります。 

県有形文化財旧岩谷堂共立病院を適切に

保存し、後世に伝えるため、屋根の塗装修

繕を行います。さらに、無形民俗文化財の

継承、保存、普及啓発の機運醸成を図るた

め、郷土芸能祭の開催を工夫するなど、保

持団体に活動発表及び担い手の育成・確保

の機会を提供します。また、指定文化財の

所有者・保持団体による保護・伝承事業に

対して補助金を交付し、保存伝承を支援し

ます。 

 

Ⅱ みんなで創る生きがいあふれるまちづく

り 

続いて、市総合計画に掲げる大綱「みん

なで創る生きがいあふれるまちづくり」に

係る基本施策「豊かな生き方を築く生涯学

習・文化活動の推進」について申し上げま

す。 

 

１つ目は、「生涯にわたる学習活動への

支援」であります。 

市民一人一人が、生涯にわたる学びを得

ることにより豊かな生き方を築くことがで

きるよう、そして、持続可能でよりよい社

会を築いていけるよう、自由に学べる学習

機会の創出や情報の提供を行います。また、

地区振興会等による自主的な学習活動が効

果的に実施されるよう、事業実施における

助言や人材育成に係る研修機会の提供など

を通じて支援してまいります。 

また、家庭教育講演会や教育振興運動、

青少年リーダー育成、放課後子ども教室な

どの各種事業を地域ぐるみで実施すること
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により、家庭教育の支援及び青少年の社会

参加活動への意欲向上や心豊かな人間性の

涵養を図ります。 

 

２つ目は、「本に親しむ活動の推進」で

あります。 

図書館における利用者への情報提供、多

様なニーズを捉えた企画展の開催、学習や

調査研究における相談業務の実施などによ

り本に親しむ環境づくりに努めるとともに、

読書ボランティアとの連携による幼児や小

中学生への読み聞かせ活動、中学生及び高

校生ボランティアの育成に取り組み、子ど

もから大人までが本に親しむ機会を提供し

てまいります。 

 

以上、令和７年度における教育行政の基

本的な方針と施策の概要について申し述べ

ました。 

まちは「人」により支えられ、「人づく

り」は家庭教育、幼児教育に始まり生涯に

わたる学習の中で育まれます。住みよいま

ちづくりを進めるためには、未来を担う子

どもたちの健やかな成長が必要であり、知

育・徳育・体育を調和的に進めなければな

りません。 

奥州市教育振興基本計画の目標とする教

育の将来像である「新しい奥州を担う人づ

くり」を実現するため、今後も家庭・学

校・地域・行政が一体となり、意欲と責任

を持って地域課題の解決のために行動でき

る人材の育成に努め、全力で教育行政を推

進してまいります。 

 

議員各位並びに市民の皆様の深いご理解

とご協力を賜りますようお願い申し上げ、

教育行政方針といたします。 


